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木　

内　

堯　

大

他
宗
に
優
れ
た
自
宗
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
ま
で
に
見
ら
れ
た
他
宗
に
依
憑
す
る
態
度
は
こ
こ
に
改
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当

然
の
よ
う
に
『
法
華
秀
句
』
に
お
け
る
、
引
用
文
献
の
利
用
態
度
も
、
い
か
に
自
宗

義
を
効
果
的
に
示
す
か
と
い
う
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、
他
宗
に
依
憑
を
し

な
い
態
度
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
、『
法
華
秀
句
』
引
用
文
献
の
検
討

以
下
に
、『
法
華
秀
句
』
上
下
巻
（
中
巻
は
別
撰
と
推
測
さ
れ
る
の
で
除
く
）
に

最
澄
が
引
用
す
る
経
論
を
五
に
分
類
し
そ
の
傾
向
を
あ
ら
わ
す
こ
と
と
し
た
い
。

（
１
）
法
華
経
・
天
台
教
義
関
係

『
妙
法
蓮
華
経
』『
法
華
論
』
聖
徳
太
子
『
法
華
義
疏
』『
法
華
玄
義
』『
止
観

輔
行
伝
弘
決
』
等

（
２
）
そ
の
他
の
一
乗
を
説
く
経
典

『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』『
無
量
義
経
』『
維
摩
経
』『
涅
槃
経
』
等

（
３
）
徳
一
の
主
張
に
由
来

『
勝
鬘
経
』『
入
楞
伽
経
』『
摂
大
乗
論
』『
大
乗
荘
厳
論
』『
瑜
伽
師
地
論
』『
瑜

伽
論
述
記
』『
瑜
伽
論
記
』
等

（
４
）
徳
一
説
の
否
定
の
た
め
に
引
用
す
る
経
論

『
成
唯
識
論
』『
法
華
玄
賛
』
等

（
５
）
唐
の
新
説

淡
延
『
法
華
経
七
喩
三
平
等
十
無
上
述
』・
澄
観
『
華
厳
経
疏
』

最
澄
『
依
憑
天
台
集（

（
（

』
で
は
、
天
台
教
学
に
影
響
を
受
け
て
自
ら
の
教
学
を
立
て

た
人
師
、
あ
る
い
は
天
台
大
師
・
南
岳
慧
思
な
ど
を
高
く
評
価
す
る
人
物
に
対
し
て
、

天
台
に
依
憑
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
肯
定
的
に
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
守
護
国

界
章
』
で
は
、
最
澄
が
自
ら
の
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
他
宗
の
説
を
引
用
し

教
証
と
し
て
用
い
る
と
い
う
態
度
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
最
澄
自
身
に
よ
る
他
宗
に

対
す
る
依
憑
的
態
度
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、晩
年
の
著
作
で
あ
る『
法

華
秀
句
』
で
は
そ
の
態
度
が
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（
（

。

『
法
華
秀
句
』
序
に
は
以
下
の
文
が
あ
る
。

法
華
秀
句
者
。
琢
二
磨
髻
珠
一
之
砥
礪
也
。
乃
有
下
霊
山
明
珠
。
遠
伝
二
西
秦
一
。

天
台
珠
嚢
。
遙
流
中
東
海
上
。
施
レ
珠
之
客
。
各
諍
二
是
非
一
。
求
レ
珠
之
主
。
無

レ
知
二
所
帰
一
。
是
以
。
剪
二
除
麁
食
之
見
林
一
。
造
二
立
天
台
之
円
城
一
。
於
レ
是
。

有
二
一
謀
家
一
云
。
天
台
所
立
四
車
義
者
。
令
下
華
厳
宗
奪
取
中
其
義
上
。
又
其
所

立
成
仏
義
者
。令
下
三
論
宗
奪
取
中
其
義
上
。然
則
。天
台
法
華
宗
。以
二
何
等
義
一
。

為
二
自
宗
義
一
。
若
無
二
自
宗
義
一
。
不
レ
許
二
別
宗
一
者
。
欲
矇
二
時
人
一
。
度
レ
其

為
レ
謀
。
誣
誷
亦
甚
。
是
故
。
且
著
二
法
華
秀
句
三
卷
一
。
庶
妙
法
勝
幢
。
千
代

不
レ
傾
。
一
乗
了
義
。
開
二
悟
群
心
一
。
但
恐
。
織
成
不
レ
正
。
汚
二
聖
耳
目
一
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
伝
全
』
三―

一
）

あ
る
人
師
が
、「
天
台
所
立
の
四
車
義
は
華
厳
宗
に
奪
わ
れ
、
所
立
の
成
仏
の
義

は
三
論
宗
に
よ
っ
て
奪
い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
天
台
法
華
宗
の
自
宗
の
義
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
自
宗
の
義
が
な
け
れ
ば
別
に
宗
を
立
て
る
こ
と
を
許

さ
な
い
」と
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、最
澄
は
自
宗
の
義
を
闡
明
す
る
た
め
に
、『
法

華
秀
句
』を
著
し
た
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、最
澄
の『
法
華
秀
句
』撰
述
の
意
図
は
、

一
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阿
目
法
抜
日
羅
『
金
剛
頂
瑜
伽
中
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
論
』

神
肪
『
種
性
論
』・
義
寂
『
十
二
巻
本
大
乗
法
苑
義
林
章
』

義
一
『
法
華
論
述
記
』
等

（
１
）
法
華
経
・
天
台
教
義
関
係

『
法
華
秀
句
』に
お
い
て
、最
澄
は『
法
華
経
』を
諸
経
の
王
、最
第
一
の
経
と
述
べ
、

開
三
顕
一
、先
三
後
一
、四
十
年
未
顕
真
実
な
ど
を
強
調
す
る
。ま
た
、「
夫
頓
悟
機
熟
。

説
レ
頓
時
至
。
爾
時
諸
仏
。
応
レ
機
説
レ
頓
。
当
レ
知
。
法
華
経
。
機
頓
教
頓
。
是
実

是
円
也
。」（『
伝
全
』
三―
一
八
）
と
述
べ
、
頓
機
に
対
す
る
、
頓
教
で
あ
る
こ
と

を
重
要
視
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
華
以
前
の
教
え
を
歴
劫
修
行
因
分
の

教
と
し
、
法
華
を
直
道
果
分
の
真
実
の
教
と
し
て
そ
の
優
劣
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

『
法
華
論
』
に
関
し
て
は
、『
守
護
国
界
章
』
に
お
け
る
態
度
と
同
様
に
『
法
華
経
』

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。『
法
華
玄
義
』
も
『
法
華
経
』
の
優
位
を
証

明
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、『
法
華
義
疏
』
も
肯
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
聖
徳
太

子
は
南
岳
慧
思
の
後
身
と
さ
れ
て
、
日
本
天
台
に
お
い
て
信
仰
を
集
め
た
。
最
澄
自

身
も
、
弘
仁
七
年
に
上
宮
廟
に
訪
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
そ
の
真
偽
は
と

も
か
く
と
し
て
も
、
聖
徳
太
子
を
天
台
智
顗
等
と
同
列
に
扱
い
、
依
憑
す
る
対
象
と

し
て
扱
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

（
２
）
そ
の
他
経
典

『
法
華
秀
句
』
下
巻
「
即
身
成
仏
化
道
勝
八
」
に
は
、
即
身
成
仏
を
め
ぐ
り
『
普

賢
観
経
』
に
対
す
る
言
及
が
見
ら
れ
る
。

普
賢
経
者
。
能
結
法
華
経
也
。
即
入
之
言
者
即
身
無
異
。
他
宗
所
依
経
。
都
無

二
即
身
入
一
。
雖
二
一
分
即
入
一
。
推
二
八
地
已
上
一
。
不
レ
許
二
凡
夫
身
一
。
天
台

法
華
宗
。
具
有
二
即
入
義
一
。
四
衆
八
部
一
切
衆
生
。
円
機
凡
夫
。
発
心
修
行
。

即
入
二
正
位
一
。
得
レ
見
二
普
賢
一
。
不
レ
推
二
八
地
一
。
許
二
凡
夫
一
故
。　
　
　
　

（『
伝
全
』
三―

二
六
七
）

竜
女
成
仏
を
め
ぐ
る
『
法
華
経
』
の
即
身
成
仏
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
が
、
特
に

『
普
賢
観
経
』
に
は
「
応
時
即
入
」
と
あ
り
、『
法
華
経
』
と
同
様
に
即
身
成
仏
を
説

い
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
能
結
の
法
華
経
」
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
普

賢
観
経
』
は
、
四
十
年
の
開
会
の
以
後
、『
法
華
経
』
の
結
経
と
し
て
説
か
れ
た
経

典
で
あ
る
か
ら
、
依
憑
す
べ
き
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
開
経
で
あ
る
『
無
量

義
経
』
に
対
す
る
対
応
は
い
さ
さ
か
異
な
る
。

『
無
量
義
経
』
の
、「
歴
劫
修
行
・
直
至
道
場
」
に
関
す
る
記
述
は
『
法
華
秀
句
』

に
お
い
て
盛
ん
に
引
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、『
法
華
経
』
の
開
経
で
あ
っ
て
も
、
法

華
が
説
か
れ
る
以
前
の
教
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
華
開
会
と
い
う
点
よ
り
、
こ
の

経
典
を
い
か
に
扱
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
最
澄
は
、
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

当
レ
知
。已
説
四
時
経
。今
説
無
量
義
経
。当
説
涅
槃
経
。易
信
易
解
。随
他
意
故
。

此
法
華
経
。
最
為
難
信
難
解
。
随
自
意
故
。
随
自
意
説
勝
二

於
随
他
意
一
。
但

無
量
義
随
他
意
者
。
指
二
未
合
一
辺
一
。
不
レ
同
二
余
部
随
他
意
一
也
。
語
レ
代
則

像
終
末
初
。
尋
レ
地
唐
東
羯
西
。
原
レ
人
則
五
燭
之
生
。
闘
諍
之
時
。
経
云
二
猶

多
怨
嫉
。
況
滅
度
後
一
。
此
言
良
有
レ
以
也
。　
　
　
（『
伝
全
』
三―

二
五
一
）

こ
こ
で
は
、『
法
華
経
』
の
み
が
随
自
意
で
あ
る
か
ら
難
信
難
解
で
あ
り
、『
無
量

義
経
』と『
涅
槃
経
』は
随
他
意
で
あ
る
か
ら
易
信
易
解
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し『
無

量
義
経
』
は
法
華
経
の
直
前
の
説
で
あ
り
、
未
だ
開
会
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に

お
い
て
の
み
、
随
他
意
で
あ
り
、
そ
の
他
の
経
典
の
随
他
意
と
は
意
味
が
異
な
る
と

い
う
理
論
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
あ
る
。

其
大
直
道
者
是
果
分
故
。
是
故
。
無
量
義
経
云
。
善
男
子
。
是
則
諸
仏
不
可

思
議
甚
深
境
界
。
非
二
二
乗
所
知
一
。
亦
非
二
十
地
菩
薩
所
一レ
及
。
唯
仏
与
一
仏

乃
能
究
了
（
已
上
経
文
）。
当
一
知
。
果
分
之
経
具
二
十
七
名
一
。
無
量
義
経
者
。

法
華
序
分
第
三
如
来
欲
説
法
時
至
成
就
。故
約
二
未
合
義
辺
一
雖
一
名
二
随
他
意
一
。

能
生
一
法
無
相
理
智
。
同
二
法
華
経
一
。
故
法
華
十
七
名
初
。
無
量
義
名
也

二
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（『
伝
全
』
三―

二
四
一
～
二
四
二
）

『
無
量
義
経
』
は
随
他
意
で
あ
る
が
、
果
分
の
経
で
あ
り
、
そ
の
法
は
無
相
の
理

智
で
あ
っ
て
『
法
華
経
』
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、『
守

護
国
界
章
』に
は
天
台
宗
の
所
依
の
経
典
に
関
し
て
以
下
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

弾
曰
。
汝
今
安
立
円
教
依
経
。
此
都
不
レ
爾
。
汝
今
未
レ
了
二
知
円
宗
正
依
経
一

故
。今
山
家
所
レ
伝
円
教
宗
依
経
。正
依
二
法
華
経
及
無
量
義
経
一
傍
依
二
大
涅
槃
。

華
厳
。
維
摩
。
方
等
般
若
。
甚
深
諸
大
乗
所
レ
説
円
教
。
文
殊
問
般
若
。
般
舟
。

大
方
等
。
請
観
音
。
虚
空
蔵
。
観
普
賢
。
遮
那
一
切
。
説
レ
円
等
諸
経
諸
論
等

一
。
先
開
二
三
権
教
一
。
後
会
二
一
実
経
一
。
汝
何
輒
判
二
此
他
宗
一
。
偽
送
二
如
文

仏
怨
失
一
。

（『
伝
全
』
二―

二
六
三―

二
六
四
）

円
教
の
正
依
の
経
典
を
『
法
華
経
』『
無
量
義
経
』
と
し
、
大
乗
経
典
に
説
か
れ

る
円
教
を
傍
依
と
す
る
の
で
あ
る
。『
守
護
国
界
章
』
の
時
点
で
最
澄
は
こ
の
よ
う

に
述
べ
る
が
、『
法
華
秀
句
』
で
は
傍
依
と
さ
れ
る
「
大
涅
槃
、
華
厳
、
維
摩
、
方
等
、

般
若
」
の
扱
い
は
大
き
く
異
な
る
。

例
え
ば
『
維
摩
経
』
に
関
し
て
は
、「
維
摩
経
敗
種
。
資
粮
論
八
喩
。
其
義
皆
同

二

未
顕
真
実
一
。」（『
伝
全
』
三―

三
七
）「
維
摩
已
死
。
法
華
再
生
。
其
文
分
明
。

其
義
顕
了
。」（『
伝
全
』
三―

四
一
）
等
の
文
が
見
ら
れ
、『
維
摩
経
』
に
見
ら
れ
る

敗
種
の
語
か
ら
、『
維
摩
経
』
を
未
顕
真
実
を
示
す
証
拠
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
維
摩
』
で
は
敗
種
と
な
っ
た
も
の
が
『
法
華
』
に
よ
っ
て
再
生
す
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。

『
涅
槃
経
』
に
関
し
て
は
『
守
護
国
界
章
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
依
憑
す
る
態
度

が
明
確
で
あ
る
。

弾
曰
。此
証
非
レ
理
。所
以
者
何
。不
レ
得
二
経
意
一
故
。其
経
本
意
。説
二
後
身
菩
薩
。

八
相
成
道
事
一
。
不
レ

説
二

大
独
覚
。
永
不
レ

成
二

仏
道
一
。
高
山
之
時
。
未
レ

定

二
成
不
一
。
唯
入
涅
槃
。
金
河
之
日
。
定
レ
当
二
成
仏
一
。
故
涅
槃
経
云
。
迦
葉
。

第
五
人
者
。
永
断
二
貪
欲
瞋
恚
愚
癡
一
。
得
二
辟
支
仏
道
一
。
煩
悩
無
レ
余
。
入
二

於
涅
槃
一
。
真
是
麒
麟
独
一
之
行
。
是
名
二
第
五
人
。
有
病
行
処
一
。
是
人
。
未

来
過
二
十
千
劫
一
。
便
当
レ
得
レ
成
二
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
一
。　
　

（『
伝
全
』
二―

五
二
二
）

徳
一
が
『
華
厳
経
』
を
根
拠
に
決
定
趣
寂
の
独
覚
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
の
に

対
し
て
、
華
厳
会
で
は
ま
だ
成
仏
・
不
成
仏
は
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
涅
槃
会
に
成
仏

す
る
と
定
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、教
証
と
し
て『
涅
槃
経
』を
引
用
し
、

独
覚
が
涅
槃
に
入
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、『
法
華
経
』
に
よ
る
成
仏

を
用
い
る
こ
と
な
く
、
独
覚
の
成
仏
を
『
涅
槃
経
』
に
依
憑
す
る
こ
と
で
示
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、『
涅
槃
経
』に
対
す
る
態
度
は『
法
華
秀
句
』で
は
異
な
っ
て
い
る
。   

又
云
。
舍
利
弗
。
如
レ
此
皆
為
レ
得
二
一
仏
乗
一
切
種
智
一
故
（
已
上
経
文
）。
当

レ
知
。
能
説
釈
迦
。
随
二
順
四
仏
一
。
帰
一
為
レ
極
。
是
則
第
五
釈
迦
文
諸
仏
道

同
後
一
之
文
也
。
妙
法
華
経
唯
一
仏
乗
已
究
竟
故
。
是
真
実
説
。
先
三
後
一
釈

迦
会
釈
。
先
後
法
異
天
親
亦
会
。
莫
レ
言
下
法
華
一
乗
涅
槃
一
道
被
二
会
釈
一
故
。

不
上
レ
至
二
極
説
一
。
其
涅
槃
一
道
文
。
但
会
二
滅
後
之
悪
執
一
。
不
レ
会
二
仏
世
之

教
理
一
。
華
厳
一
道
。
深
密
一
乗
。
成
仏
不
成
二
説
倶
存
。
是
故
。
淨
論
之
本
。

法
華
一
乗
皆
悉
成
仏
。
是
一
説
故
。
不
二
諍
論
本
一
。
他
宗
所
依
経
。
随
二
其
本

性
一
説
。
天
台
法
華
宗
。
出
世
本
法
説
。
当
レ
知
。
後
一
之
宗
。
勝
二
於
諸
宗
一
也
。

　
　
　
　
　
　
（『
伝
全
』
三―

二
五
〇
）

先
述
の
通
り
『
涅
槃
経
』
は
随
他
意
の
易
信
易
解
の
教
え
と
さ
れ
る
が
、
本
資
料

に
よ
れ
ば
、「
但
会
二
滅
後
之
悪
執
一
。
不
レ
会
二
仏
世
之
教
理
一
」
と
あ
り
、
諍
論
の

本
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
華
厳
経
』
に
関
し
て
は
、『
守
護
国
界
章
』
と
『
法
華
秀
句
』
と
の
見
解
の
相
違

に
つ
い
て
別
稿
で
触
れ
た
が（

（
（

、
こ
こ
に
行
位
と
直
道
と
い
う
問
題
を
少
し
く
述
べ
る

こ
と
と
し
た
い
。

『
守
護
国
界
章
』
に
は
天
台
が
、
円
教
の
行
位
に
関
し
て
「
十
信
以
前
を
円
の
賢

位
と
し
て
、
十
住
以
上
の
四
十
二
位
を
円
の
聖
位
と
す
る
」
と
主
張
す
る
の
に
対
し

て
、
徳
一
が
『
瓔
珞
経
』
を
用
い
て
批
判
す
る
文
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
瓔
珞

三



『
守
護
国
界
章
』
と
『
法
華
秀
句
』
に
お
け
る
文
献
引
用
態
度
の
相
違

経
』
で
は
七
住
以
前
は
退
分
と
な
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
最
澄
は
『
華
厳
経
』
の
行
位
を
円
教
の
行
位
と
し
て
扱
っ
て
い
る

よ
う
に
見
ら
れ
る
反
論
を
行
っ
て
い
る
。

弾
曰
。
汝
難
非
レ
理
。
十
住
有
レ
別
故
。
瓔
珞
本
業
経
。
六
種
性
之
位
。
約
二
別

円
入
別
一
。
説
二
歴
劫
修
行
一
。
三
賢
十
地
。
地
前
地
上
。
次
第
行
布
。
真
応
二
身
。

帰
二
三
徳
蔵
一
。
華
厳
経
十
住
初
発
心
住
位
。
不
レ
相
二
似
本
業
一
。
其
華
厳
経
梵

行
品
云
。
初
発
心
時
。
即
得
二
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
一
。
知
二
一
切
法
即
心
自

性
一
。
成
二
就
慧
身
一
。
不
二
由
レ
他
悟
一
。
已
十
住
初
住
。
便
成
二
正
覚
一
。
何
不

レ
能
レ
立
二
聖
位
之
名
一
。
汝
執
二
歴
劫
位
一
。
難
二
直
道
頓
位
一
。
豈
不
レ
違
二
教
理

一
哉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
伝
全
』
二―

二
七
五
）

『
華
厳
経
』
と
『
瓔
珞
経
』
の
行
位
は
異
な
り
、『
華
厳
経
』
で
は
、
十
住
の
初
住

に
正
覚
を
成
就
し
て
い
る
か
ら
、
十
住
の
初
め
か
ら
聖
位
と
な
り
、『
華
厳
経
』
の

行
位
は
直
道
の
頓
位
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
円
教
の
行
位
に
関
し

て
述
べ
て
い
る
が
、『
守
護
国
界
章
』
に
お
け
る
最
澄
の
理
解
は
、
華
厳
は
別
円
を

兼
ね
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、『
法
華
秀
句
』
で
は
、
華
厳
を
直
道
と
は
せ
ず
、
歴
劫
修
行
の
頓
教
と

す
る
の
で
あ
る
。

弾
曰
。
此
説
不
レ

爾
。
機
会
相
違
故
。
其
未
レ

入
二

正
位
一

不
定
性
二
乗
。
従

二
四
十
年
前
一
。
一
乗
根
機
熟
。
是
故
。
華
厳
教
至
二
法
華
之
前
一
。
四
味
教
之

中
。
説
二
存
二
一
乗
一
。
令
レ
入
二
一
乗
道
一
。
麁
食
者
。
何
名
二
世
尊
法
久
後
一
。

已
説
二
存
二
一
一
。
麁
食
者
。
何
名
二
要
当
説
真
実
一
。
其
已
入
二
正
位
一
定
性
二

乗
。
並
歴
劫
修
行
菩
薩
等
。
従
二
四
十
年
一
前
。
未
レ
熟
二
究
竟
果
分
。
一
乗
直

道
根
機
一
故
。
由
此
如
来
。
不
二
務
速
説
一
。
是
故
。
無
量
義
経
云
。
種
種
説
レ
法
。

以
二
方
便
力
一
。
四
十
余
年
。
未
レ
顕
二
真
実
一
。
是
故
。
衆
生
得
道
差
別
。
不
レ

得
三
疾
成
二
無
上
菩
提
一
已
上
経
文
。
今
其
已
入
二
正
位
一
。
定
性
二
乗
。
及
歴
劫
修

行
菩
薩
等
。
已
熟
二

究
竟
果
分
。
一
乗
直
道
根
機
一

故
。
世
尊
法
久
後
。
要
当

レ
説
二
真
実
一
。
其
円
機
菩
薩
。
従
二
始
華
厳
会
一
。
至
二
般
若
等
経
一
。
聞
二
因
分

円
教
一
。
入
二
因
分
仏
慧
一
。
是
故
。
云
二
始
見
我
身
。
聞
我
所
説
。
令
入
仏
慧

已
上
経
文
。
其
歴
劫
修
行
利
根
菩
薩
等
。
法
華
序
品
。
第
三
如
来
。
欲
レ
説
レ
法
時
。

至
二
成
熟
時
一
。
聞
二
無
量
義
経
一
。
迴
二
険
径
之
路
一
。
向
二
大
直
之
道
一
。
又
彼

歴
劫
修
行
鈍
根
菩
薩
等
。
聞
二
法
華
経
一
。
向
二
大
直
道
一
。　
　
　
　
　
　

（『
伝
全
』
三―

四
四
～
四
五
）

『
法
華
秀
句
』
で
は
、『
無
量
義
経
』
に
基
づ
き
、
華
厳
を
歴
劫
修
行
の
因
分
と
す

る
。『
守
護
国
界
章
』
に
お
い
て
、
円
教
の
行
位
を
述
べ
る
た
め
に
『
華
厳
経
』
に

依
憑
す
る
態
度
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
澄
が
『
法
華
秀
句
』
で
目
指
し
た
理
想
は
、
他
宗
の
経
論
を
根
拠

と
せ
ず
に
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
自
宗
義
を
顕
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
よ
う

に
限
界
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
こ
の
行
位
の
問
題
で
あ
る
。
別
教
・

円
教
の
行
位
は
『
瓔
珞
経
』『
華
厳
経
』『
仁
王
経
』
等
を
根
拠
と
し
て
構
成
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、『
法
華
経
』
に
の
み
依
憑
し
た
態
度
で
行
位
に
対
し
て
対

応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
正
位
」
と
い
う

言
葉
で
『
法
華
経
』
の
位
を
定
義
づ
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
円
教
の
行
位
の
究

極
的
な
あ
り
方
と
し
て
の
一
位
即
一
切
位
で
あ
る
。
従
っ
て
、『
法
華
秀
句
』
で
は

五
十
二
位
等
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
天
台
の
立
て
る
六
即
を
用
い
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
即
身
成
仏
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
最
澄
は
、『
法
華
秀
句
』
で
の
基
本
的
態
度
を
崩
さ
な
い
た
め
に
、
次
の
如

く
述
べ
て
い
る
。

誠
願
。
一
乗
学
生
。
謬
莫
レ
許
レ
之
。
如
レ
是
等
権
実
。
及
成
不
成
。
定
不
定
性
。

約
位
約
種
。
密
意
隱
密
。
義
鏡
章
等
。
慧
日
羽
足
。
遮
異
見
章
等
。
委
悉
遮
破
。

如
二
守
護
国
界
章
。
照
権
実
鏡
。
決
権
実
論
。
通
六
九
証
等
一
。　
　
　
　

（『
伝
全
』
三―

七
一
）

位
に
約
す
種
性
に
関
し
て
は
、「
守
護
国
界
章
、
照
権
実
鏡
、
決
権
実
論
、
通

六
九
証
等
」
を
参
照
せ
よ
と
あ
る
。
最
澄
の
主
張
は
無
性
・
有
性
、
二
乗
・
三
乗
な

四



『
守
護
国
界
章
』
と
『
法
華
秀
句
』
に
お
け
る
文
献
引
用
態
度
の
相
違

ど
の
種
性
は
位
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
法
華
の
開
会
に
よ
っ
て
、
全
て
成
仏
し
、
永

久
に
そ
の
位
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る（

（
（

。
し
た
が
っ
て
、『
法

華
経
』
だ
け
で
種
性
を
論
じ
た
場
合
に
は
位
の
差
別
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
法
華
秀
句
』
の
立
場
は
す
で
に
全
て
の
人
が

開
会
さ
れ
た
正
位
に
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
先

三
の
説
を
述
べ
る
必
要
は
無
く
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
守
護
国
界
章
』
で
は
、
徳
一
が
『
華
厳
経
』
引
用
し
て
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

華
厳
十
地
説
云
二
因
分
可
説
。
果
分
不
可
説
一
。
此
即
同
二
賢
首
品
文
一
。
前
文

同
二
第
九
地
文
一
。
若
執
二
如
レ
此
文
一
而
為
二
別
教
一
乗
一
者
。
因
果
相
対
。
校
二

量
浅
深
一
。
諸
大
乗
経
。
皆
応
レ
名
二
別
教
一
乗
一
。　

（『
伝
全
』
二―

六
二
九
）

『
華
厳
経
』
で
は
、
因
果
を
相
対
し
て
浅
深
を
校
量
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大

乗
経
典
は
他
に
も
存
在
す
る
か
ら
、
そ
れ
ら
も
別
教
一
乗
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
最
澄
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

救
曰
。
此
例
自
害
尤
深
也
。
因
相
果
相
。
浅
深
不
同
。
因
地
果
地
。
権
実
何
同
。

三
乗
之
因
如
二
河
溪
一
。
一
乗
之
因
如
二
海
岸
一
。
賢
首
四
車
同
時
。
三
外
別
教

一
乗
。
豈
得
レ
不
レ
立
哉
。
汝
唐
捐
之
詞
。
還
著
二
汝
倒
一
耳
。　
　
　
　

  　
　

 

 （『
伝
全
』
二―
六
三
〇
）

『
守
護
国
界
章
』
で
は
、
三
乗
と
一
乗
で
は
因
相
と
果
相
の
浅
深
は
不
同
で
あ
り
、

因
地
と
果
地
の
権
実
は
異
な
る
と
い
う
主
張
を
し
、
別
教
一
乗
の
果
分
を
認
め
て
い

る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
不
可
説
」
と
い
う
語
を
、
別
教
の
果
分
は
深

遠
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、『
法
華
秀
句
』で
は
同
じ
文
に
対
し
て
異
な
る
理
解
を
す
る
の
で
あ
る
。

夫
華
厳
経
者
。
前
後
翻
訳
。
合
有
二

三
本
一
。
初
六
十
卷
。
次
本
八
十
卷
。
後

本
四
十
卷
。
重
訳
之
経
。
同
本
異
訳
。
但
説
二
住
上
地
上
因
分
一
。
未
レ
説
二
如

来
内
証
果
分
一
。
是
故
。
天
親
十
地
論
云
。
因
分
可
説
。
果
分
不
可
説
者
。
即

其
事
也
。
当
レ
知
。
果
分
勝
二
於
因
分
一
。 　
　
　
　
（『
伝
全
』
三―

二
四
四
）

華
厳
で
は
因
分
を
説
く
か
ら
、「
因
分
可
説
」
と
い
い
、
果
分
が
説
か
れ
な
い
か

ら「
果
分
不
可
説
」と
述
べ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、『
華
厳
経
』

の
「
不
可
説
」
の
語
を
「
説
か
れ
て
い
な
い
」
と
解
釈
す
る
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

（
３
）
徳
一
の
主
張
に
由
来
す
る
引
用

徳
一
は
、
十
教
二
理
、
四
教
二
理
等
で
法
華
経
を
権
教
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、

そ
の
時
に
徳
一
が
証
拠
と
し
て
用
い
る
文
が
、
こ
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
。
最
澄
は
、

徳
一
の
教
証
の
利
用
が
誤
り
で
あ
る
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
再
び
徳
一
が
用
い
る

の
と
同
じ
経
論
を
引
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

麁
食
者
。
又
謗
二
法
華
一
云
。
又
勝
鬘
経
云
。
若
如
来
。
随
二
彼
意
欲
一
。
而
方
便
。

説
下
唯
有
二
一
乗
一
。
無
上
レ
有
二
二
乗
一（
已
上
経
文
）。
麁
食
所
レ
引
。
吠
声
而
謬
。

其
正
本
経
文
。
都
無
二
意
欲
言
一
。
但
有
二
所
欲
之
句
一
。
所
与
レ
意
両
字
。
其
訓

稍
異
。有
二
一
疏
師
一
。改
二
所
字
一
。為
レ
救
二
自
義
一
。為
二
意
字
一
。又
其
正
本
経
。

大
唐
真
本
。
並
諸
家
疏
。
新
羅
義
疏
。
我
大
日
本
上
宮
御
製
。
都
無
二
唯
有
一

乗
句
一
。
三
国
正
本
経
疏
等
。
正
有
二
即
是
大
乗
句
一
。
可
レ
畏
哉
可
レ
畏
哉
。
為

レ
成
二
自
義
一
。
恣
改
二
経
文
一
。
誰
有
レ
智
者
。
可
二
黙
止
一
哉
。
但
近
江
伊
香
県
。

有
二
一
本
経
一
。
有
二
唯
有
一
乗
文
一
。
恐
見
二
章
疏
文
一
。
改
二
本
経
文
一
歟
。
麁

食
者
。
取
二
此
経
意
一
云
。
此
意
決
定
二
乗
。
終
不
二
成
仏
一
故
。
一
乗
名
為
二
方

便
一
。
故
法
華
拠
二
不
定
機
一
。
以
二
二
乗
一
為
二
方
便
一
。
一
乗
為
二
真
実
一
。
勝

鬘
対
二
決
定
性
一
。
以
二
四
乗
一
為
レ
実
。
説
二
唯
一
乗
一
。
是
為
二
方
便
一
。
是
故
。

法
華
一
乗
為
二
真
実
義
一
。
甚
大
謬
迷
（
已
上
麁
食
者
）。
此
説
不
レ
理
。
以
下
不

レ
知
二
己
之
眼
転
一
。
謬
謂
中
天
地
山
河
転
上
故
。
其
勝
鬘
経
重
訳
両
本
。
宋
代
訳

経
本
云
。
若
如
来
随
二
彼
所
欲
一
。
而
方
便
。
説
下
即
是
大
乗
。
無
上
レ
有
二
二
乗

一
。
二
乗
者
入
二
於
一
乗
一
。
一
乗
者
即
第
一
義
乗（
已
上
経
文
）。
唐
訳
経
本
云
。

若
諸
如
来
。
随
二

彼
所
欲
一
。
而
以
二

方
便
一

説
二

於
二
乗
即
是
大
乗
一
。
以
下

第

五
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一
義
無
上
レ
有
二
二
乗
一
。二
乗
者
同
入
二
一
乗
一
。一
乗
者
即
勝
義
乗（
已
上
経
文
）。

此
経
正
意
者
。
未
レ
入
二
正
位
一
之
二
乗
。
令
レ
入
二
一
乗
真
実
一
。
故
説
云
。
二

乗
涅
槃
。
名
二
向
涅
槃
界
一
。
四
智
究
竟
得
二
蘇
息
処
一
。
是
仏
有
余
不
了
義
説（
已

上
経
文
）。
豈
一
向
二
乗
為
二
真
実
一
哉
。
其
経
又
云
。
説
二
一
乗
道
一
。
如
来
四

無
畏
成
就
。
師
子
吼
説
（
已
上
経
文
）。
豈
一
向
一
乗
為
二
方
便
一
哉
。
彼
法
華

之
前
。
勝
鬘
夫
人
所
レ

説
。
存
二
之
一
乗
。
顕
二
一
乗
真
実
一
。
其
経
上
下
文
。

無
二
一
乗
方
便
一
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
伝
全
』
三―

四
一
～
四
二
）

こ
こ
で
は
徳
一
が
、『
勝
鬘
経
』
を
根
拠
に
一
乗
と
い
う
の
は
方
便
で
あ
り
真
実

で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
最
澄
も
『
勝
鬘
経
』
を
引
用
し
、
徳

一
の
用
い
る
『
勝
鬘
経
』
に
は
句
の
錯
簡
が
あ
り
、
勝
鬘
経
で
は
一
乗
を
真
実
と
し

て
い
る
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
徳
一
が
『
法
華
経
』
を
権
教
と
す
る
根

拠
と
し
て
他
の
経
論
を
用
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
訂
正
す
る
た
め
に
、
最
澄
が
そ

の
経
典
を
引
用
す
る
と
い
う
構
成
で
あ
り
、
こ
の
例
の
よ
う
な
引
用
は
い
く
つ
か
存

在
す
る
。
当
然
の
よ
う
に
、
徳
一
の
説
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
、
最
澄
が
『
法
華

経
』
以
外
の
経
論
に
依
憑
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
彼

法
華
之
前
。
勝
鬘
夫
人
所
レ
説
。
存
二
之
一
乗
。
顕
二
一
乗
真
実
一
。
其
経
上
下
文
。

無
二
一
乗
方
便
一
。」
と
、
敢
え
て
法
華
開
会
以
前
の
経
で
あ
り
、
二
乗
を
存
在
さ
せ

て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
自
ら
は
『
勝
鬘
経
』
に
依
憑
し
て
思
想
を
展
開
す

る
と
い
う
主
張
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、こ
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
は
、『
摂
大
乗
論
』『
瑜
伽
師
地
論
』『
瑜

伽
論
述
記
』『
涅
槃
経
』『
入
楞
伽
経
』
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
徳
一
が
根
拠

と
し
て
引
用
す
る
文
で
あ
り
、
徳
一
の
根
拠
を
否
定
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
の
経
論
を

引
用
し
て
い
る
。

　（
４
）　

他
宗
説
の
否
定
の
た
め
の
利
用

次
に
、
徳
一
の
説
か
ら
導
か
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
、
徳
一
の
説
（
唯
識
法

相
）
の
説
を
否
定
す
る
た
め
に
、
経
論
の
引
用
や
、
経
論
の
意
義
を
解
説
す
る
な
ど

の
場
合
が
あ
る
。
他
に
も
他
宗
の
教
学
が
劣
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
他
宗
の

論
に
書
か
れ
て
い
る
文
を
引
用
し
て
、
証
拠
と
す
る
場
合
も
あ
る
。

夫
三
十
唯
識
論
一
卷
二
紙
天
親
本
頌
。
依
二
華
厳
等
経
一
。
立
二
唯
識
義
一
。
天

竺
十
論
師
。
各
造
二
其
釈
論
一
。
乃
玄
弉
三
蔵
。
齎
二
其
梵
本
一
来
。
十
論
師
釈
論
。

各
各
令
二
別
釈
一
。
於
レ
是
。
三
蔵
門
人
。
大
乗
基
。
数
朝
諮
曰
。
三
蔵
。
前
停

三
止
別
二
訳
十
師
論
一
。
同
訳
三
人
去
二
訳
処
一
。
独
糅
レ
法
。
正
二
義
旨
一
。
名
曰

二
成
唯
識
論
一
。
十
卷
。
遂
隱
二
十
師
義
一
。
唯
伝
二
糅
論
旨
一
。
其
十
卷
本
天
竺

所
レ
無
。
故
基
公
即
曰
。
雖
三
復
本
出
二
五
天
一
。
然
彼
無
二
茲
糅
釈
一
。
真
爾
十

師
之
別
作
。
鳩
集
猶
難
。
況
更
摝
二
此
幽
文
一
。
誠
為
レ
未
レ
有
。
斯
乃
此
論
之

因
起
也
（
已
上
基
語
）。
当
レ
知
。
五
天
無
本
独
糅
之
論
。
不
レ
如
二
五
天
有
本

重
訳
之
経
一
。
訳
二
法
華
一
三
蔵
。
有
二
不
レ
焼
レ
舌
験
一
。
糅
二
釈
論
一
賛
師
。
未
レ

聞
二
其
霊
験
一
。
千
仏
之
一
仏
所
釈
之
諸
義
。
何
有
二
闕
減
失
一
。
専
不
レ
訳
二
其

本
一
。
更
加
二
糅
釈
詞
一
。
是
故
。
不
レ
足
レ
対
二
比
妙
法
華
宗
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
伝
全
』
三―

二
四
四
～
二
四
五
）

こ
こ
で
は
、
唯
識
法
相
宗
が
所
依
と
す
る
『
成
唯
識
論
』
の
成
立
に
関
し
て
述
べ

て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
唯
識
三
十
頌
』
の
注
釈
書
に
は
、
十
論
師
が
そ
れ
ぞ
れ
に
立

て
た
も
の
が
あ
る
が
、
玄
奘
が
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
た
際
に
、
基
が
一
人
で
諸
師
の
解

釈
を
交
え
て
教
義
を
た
だ
し
て
『
成
唯
識
論
』
十
巻
と
し
て
、
成
立
さ
せ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
に
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
本
が
『
成
唯
識
論
』

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
慈
恩
基
の
文
を
引
用
し
て
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
分

勝
手
な
翻
訳
方
法
は
誤
り
で
あ
り
、鳩
摩
羅
什
の
翻
訳
態
度
と
は
明
ら
か
に
相
違
し
、

妙
法
華
宗
と
は
対
比
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
法
相
宗
の
所
依
の
論

を
否
定
す
る
た
め
に
、
法
相
宗
の
説
を
逆
に
引
用
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
三
論
や
華
厳
に
対
し
て
も
同
様
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
他
宗

の
教
学
に
依
憑
す
る
ど
こ
ろ
か
、
他
宗
教
学
を
否
定
す
る
こ
と
に
全
力
を
注
い
で
い

る
の
で
あ
る
。

六
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（
５
）
新
説
の
採
用

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
最
澄
に
は
中
国
か
ら
最
新
の
仏
教
を
輸
入
し
て
き
た
と

い
う
こ
と
に
対
す
る
強
烈
な
自
負
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
著
作
に
つ
け
ら
れ
て

い
る
署
名
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

『
依
憑
天
台
集
』
や
大
乗
戒
壇
建
設
に
関
わ
る
著
作
に
は
、「
前
入
唐
受
法
」
な
ど

の
言
葉
が
自
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
唐
の
最
新
の
仏
教
を
受
法
し
た
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。

『
顕
戒
論
』
で
も
、「
大
唐
の
新
制
」
で
あ
る
『
不
空
表
制
集
』
が
用
い
ら
れ
、
こ

の
傾
向
は
、『
守
護
国
界
章
』
で
も
、『
法
華
秀
句
』
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
法
華
秀
句
』の
六
証
一
量
の
中
の
第
五
証
に
は
、神
肪『
種
性
集
』、十
二
巻
本『
大

乗
法
苑
義
林
章
』、
義
一
『
法
華
論
述
記
』、
義
寂
（
十
二
巻
本
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』

か
）
等
の
論
が
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
唐
の
新
し
い
説
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
引
用
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

徳
一
は
『
法
華
論
』
に
見
ら
れ
る
四
種
の
声
聞
は
、
趣
寂
す
る
た
め
に
受
記
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。こ
れ
に
対
し
て
最
澄
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

法
華
宗
通
曰
。
此
証
最
非
也
。
所
以
者
何
。
唐
三
蔵
。
並
神
肪
師
。
義
寂
師
。

義
一
師
等
諸
法
相
宗
師
皆
云
。
法
華
論
中
。
決
定
即
為
二
方
便
決
定
一
。
或
名
二

暫
時
決
定
一
。
彼
土
迴
心
故
。
為
二
未
来
決
定
一
。
具
如
二
神
肪
師
集
中
卷
。
大

乗
義
林
章
第
三
。
義
一
師
法
華
論
述
記
下
卷
説
一　
　
　
（『
伝
全
』
三―
八
八
）

徳
一
に
対
し
て
、
神
肪
、
義
寂
、
義
一
な
ど
の
法
相
宗
諸
師
は
徳
一
と
見
解
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、法
相
宗
の
唐
の
新
説
に
対
し
て
、

『
法
華
玄
賛
』
の
古
い
解
釈
に
基
づ
く
徳
一
の
見
解
は
大
き
く
異
な
り
、
徳
一
は
新

し
い
説
を
採
用
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、

神
肪
『
種
性
集
』
中
巻
、『
義
林
章
』
第
三
、義
一
『
法
華
論
述
記
』
下
巻
を
引
用
し
、

そ
の
相
違
を
示
す
が
、『
守
護
国
界
章
』（『
伝
全
』
二―

六
六
五
）
と
全
く
同
内
容

で
あ
り
、
主
張
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
徳
一
と
同
じ
法
相
宗
の
新
説
を
用
い
る

こ
と
で
、
徳
一
を
古
い
説
に
執
着
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
た
め
の
方
法
で
あ
り
、『
守

護
国
界
章
』『
法
華
秀
句
』
に
共
通
す
る
方
法
論
で
あ
る
と
言
え
る
。

三
師
の
説
は
全
て
、
決
定
声
聞
に
も
二
種
が
あ
り
、
第
一
は
畢
竟
決
定
、
第
二
は

暫
時
決
定
で
あ
り
、第
一
は
『
瑜
伽
論
』
に
説
か
れ
る
四
声
聞
を
指
し
、第
二
は
『
法

華
論
』
に
説
か
れ
る
四
種
声
聞
を
指
し
て
お
り
、
第
二
の
暫
時
声
聞
は
後
に
発
心
し

て
授
記
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

『
守
護
国
界
章
』
で
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

麁
食
当
レ
知
。新
義
決
擇
。無
二
謗
法
失
一
。自
レ
今
以
後
。此
間
学
生
。自
他
不
レ
論
。

改
二
彼
古
執
一
。
就
二
此
新
義
一
也
。
此
第
三
証
言
。
無
二
不
成
義
一
。
今
世
後
世
。

為
二
大
河
漢
一
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
伝
全
』
二―

六
六
五
～
六
六
六
）

三
師
の
新
義
に
は
謗
法
の
過
失
は
な
く
、こ
れ
よ
り
学
ぶ
も
の
は
古
執
を
改
め
て
、

新
義
を
採
用
し
ろ
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
ま
た
『
法
華
秀
句
』
に
は
以
下
の
よ
う
に

あ
る
。如

二
短
翮
破
者
。
彼
義
寂
師
。
義
一
師
等
。
応
レ
不
レ
知
二
文
意
一
。
亦
応
二
文
句

雑
乱
一
也
。
噫
短
翮
者
。
公
独
知
二
文
意
一
。
唐
諸
師
不
レ
知
哉
。
既
彼
三
蔵
解
。

及
神
肪
義
寂
。
並
義
一
法
師
等
法
相
宗
法
将
。
二
種
決
定
性
。
自
二
印
度
一
相
二

伝
東
一
。
来
二
大
唐
国
一
。
自
二
大
唐
国
一
。
相
二
伝
海
外
一
来
二
日
本
一
。
短
翮
者
。

趣
為
二
迷
乱
一
。
短
翮
愚
耳
。
又
彼
土
迴
心
者
。
是
有
余
迴
心
。
非
二
無
余
後
迴

心
一
者
。
短
翮
臆
説
。
無
二
誠
証
一
故
。　
　
　
　
　
　
（『
伝
全
』
三―

九
二
）

神
肪
、
義
寂
、
義
一
等
は
、
法
相
宗
の
法
将
で
あ
り
、
徳
一
と
は
異
な
り
二
種
の

決
定
性
を
立
て
て
い
る
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
・
日
本
と
伝
来
し
て
き
た
教

え
で
あ
り
、
徳
一
の
み
が
愚
か
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
徳
一
は
不
定
性
の
二
乗
が
有

余
涅
槃
か
ら
無
余
涅
槃
に
入
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、『
法
華
経
』
を
聞
い
て
、
成
仏

を
す
る
と
言
い
、
無
余
涅
槃
に
入
っ
た
二
乗
が
無
余
涅
槃
で
回
心
す
る
の
で
は
な
い

と
主
張
す
る
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

今
ま
で
述
べ
て
き
た
『
法
華
秀
句
』
に
お
け
る
最
澄
の
基
本
的
立
場
と
、
こ
の
引

用
文
献
の
利
用
方
法
は
相
違
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
相
教
学
に
依
憑
し
た
態
度

も
見
ら
れ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
当
然
の
よ
う
に
無
般
涅
槃
の
畢
竟
決
定
の
存

七



『
守
護
国
界
章
』
と
『
法
華
秀
句
』
に
お
け
る
文
献
引
用
態
度
の
相
違

在
を
最
澄
は
認
め
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
を
引
用
す
る
の
は
不
適
当
で

あ
る
と
も
思
え
る
が
、
最
澄
は
徳
一
説
を
批
判
す
る
の
に
新
し
い
法
相
宗
人
師
の
説

を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
判
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
法
華
秀
句
』

を
撰
述
す
る
立
場
と
し
て
、『
法
華
経
』
の
み
に
依
憑
す
る
と
い
う
態
度
の
他
に
、

最
澄
が
唐
で
新
し
い
仏
教
を
学
ん
で
き
た
と
い
う
自
負
に
基
づ
く
、
も
う
一
つ
の
最

澄
の
意
図
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

小
結　

最
澄
は
『
守
護
国
界
章
』
の
撰
述
時
に
は
、
諸
宗
を
融
合
的
に
捉
え
、
天
台
教
学

に
依
憑
す
る
と
い
う
態
度
を
積
極
的
に
評
価
し
、
自
身
も
縦
横
無
尽
に
他
宗
の
教
学

を
利
用
し
て
、
徳
一
と
の
論
争
を
繰
り
広
げ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
華
厳
・
法
相
・
三
論
・
涅
槃
な
ど
の
教
学
と
天

台
教
学
と
が
部
分
的
に
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、そ
れ
が
最
澄
を
し
て
、

『
法
華
経
』
の
み
を
用
い
る
こ
と
に
よ
る
純
粋
な
天
台
教
学
の
確
立
と
い
う
態
度
へ

と
変
化
さ
せ
た
理
由
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
最
澄
は
行
位
に
関
し
て
は
、
正
位
で
あ
る
か
、
正
位
で
は
な
い
か
と
い

う
二
元
論
的
な
理
解
を
用
い
、
正
位
で
あ
る
円
教
の
六
即
だ
け
が
用
い
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
法
華
経
』
に
よ
る
開
会
、
開
示
悟
入
だ
け
を
論
じ
た
と
き
に
、

即
身
成
仏
と
い
う
思
想
が
確
定
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

個
々
の
経
典
に
関
し
て
は
、『
法
華
経
』
を
随
自
意
と
し
、『
法
華
経
』
以
外
の
経

典
を
全
て
随
他
意
と
す
る
も
、『
無
量
義
経
』
に
関
し
て
は
随
他
意
で
あ
っ
て
も
他

の
経
典
と
は
区
別
す
べ
き
経
典
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、『
涅
槃
経
』

『
維
摩
経
』『
般
若
経
』
等
に
は
、『
法
華
経
』
と
は
区
別
さ
れ
、
依
憑
す
る
姿
勢
は

見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
守
護
国
界
章
』
の
時
点
で
は
、
依
憑
的
態
度
を
肯
定
的
に
捉
え

る
と
い
う
立
場
で
あ
っ
た
が
、『
法
華
秀
句
』
で
は
依
憑
的
態
度
を
完
全
に
捨
て
て
、

註
（（）
『
伝
全
』
三
・
三
四
三
～
三
六
五
頁

（（）
先
行
研
究
と
し
て
浅
田
正
博
『
守
護
国
界
章
』
と
『
法
華
秀
句
』
と
の
関
連
性

に
お
け
る
疑
義―

特
に
「
七
教
二
理
」
と
「
十
教
二
理
」
を
と
お
し
て―

（『
仏

教
文
化
研
究
所
紀
要
』
昭
和
六
二
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
浅
田
博
士
は
「
七
教
二

理
」
と
「
十
教
二
理
」
を
め
ぐ
っ
て
『
守
護
国
界
章
』
と
『
法
華
秀
句
』
の
記

述
は
そ
の
差
異
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
有
る
が
、
別
教
一
乗
に
対
す
る
円

教
一
乗
の
優
位
、
他
宗
教
学
に
対
す
る
依
憑
的
態
度
な
ど
が
見
ら
れ
な
い
と
い

う
点
に
お
い
て
、
筆
者
は
多
少
の
相
違
が
見
ら
れ
る
と
感
じ
て
い
る
。

（（）
牛
場
真
玄
「
伝
教
大
師
最
澄
の
上
宮
廟
誓
願
詩
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
究
』

二
〇―

一
一
九
七
一
）
に
は
、
最
澄
の
上
宮
廟
誓
願
詩
を
偽
撰
と
し
、
最
澄
が

聖
徳
太
子
廟
を
参
拝
し
た
こ
と
に
疑
義
を
示
し
て
い
る
。

（（）
拙
稿
「
伝
教
大
師
に
お
け
る
法
蔵
教
学
受
容
に
つ
い
て
」（『
多
田
孝
正
博
士
古

稀
記
念
論
文
集
』
未
刊
）
参
照

（（）
草
木
成
仏
に
も
最
澄
は
こ
の
理
論
を
用
い
る
。
田
村
晃
祐
「
最
澄
の
法
宝
批

判
」（
塩
入
良
道
先
生
追
悼
論
文
集:

天
台
思
想
と
東
ア
ジ
ア
文
化
の
研
究
』

一
九
九
一
）
等
参
照

『
法
華
経
』
の
み
に
依
憑
し
、『
法
華
経
』
の
み
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
る
最
澄
独
自
の

天
台
教
学
と
い
う
も
の
に
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
様
々
な
大
乗
経
典

を
会
通
し
て
い
く
と
い
う
天
台
の
立
場
と
は
、
異
な
る
と
も
言
え
る
。

た
だ
し
、
最
澄
に
は
唐
の
最
新
の
仏
教
を
学
ん
で
き
た
と
い
う
自
負
が
あ
り
、
そ

の
こ
と
か
ら
唐
の
新
制
度
や
新
し
い
教
学
、
新
し
い
翻
訳
な
ど
を
重
要
視
す
る
と
い

う
傾
向
が
同
時
に
具
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

八



木
内
堯
大
氏　

学
位
請
求
論
文
要
旨
（
課
程
博
士
）

「
伝
教
大
師
教
学
の
基
礎
的
研
究―

守
護
国
界
章
の
注
釈
的
研
究
を
通
し
て―

」

全
て
の
有
情
に
仏
性
を
認
め
る
か
と
い
う
論
争
は
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
に
連

綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
課
題
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る

本
格
的
な
論
争
は
、
徳
一
と
最
澄
と
の
間
に
は
じ
め
に
起
こ
っ
た
と
言
え
る
。
徳
一

は
法
相
教
学
に
基
づ
く
三
乗
思
想
の
立
場
か
ら
、
最
澄
は
天
台
教
学
に
基
づ
く
一
乗

思
想
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
論
を
展
開
し
、
こ
の
二
人
の
論
争
は
三
一
權
實
論
争
と

呼
ば
れ
た
。
こ
の
論
争
を
示
す
最
も
大
部
と
な
る
最
澄
の
著
作
が
『
守
護
国
界
章
』

で
あ
り
、
本
稿
は
、『
守
護
国
界
章
』
全
九
巻
の
訳
注
作
業
を
通
じ
て
行
っ
た
研
究

で
あ
る
。

第
一
章　
『
中
辺
義
鏡
』
の
批
判
対
象

『
守
護
国
界
章
』
は
徳
一
の
『
中
辺
義
鏡
』
に
対
す
る
反
駁
書
と
し
て
、
最
澄
に

よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
は
、『
中
辺
義
鏡
』
の

批
判
対
象
と
な
る
文
、『
中
辺
義
鏡
』
の
本
文
、
最
澄
の
反
論
と
い
う
構
成
と
な
る

が
、
多
く
の
引
用
文
献
の
存
在
と
合
わ
せ
て
、
そ
の
構
造
は
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
『
中
辺
義
鏡
』
の
批
判
対
象
と
な
る
部
分
の
正
確
な
著
者
は
不
明
で
あ

る
が
、
本
稿
で
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
、
最
澄
以
外
の
最
澄
に
近
い
人
物
が
著
し

た
書
で
あ
る
と
い
う
根
拠
を
否
定
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
徳
一
が
批
判
対
象
と
し

て
い
る
文
を
す
べ
て
抽
出
し
考
察
し
た
結
果
、『
中
辺
義
鏡
』
の
批
判
対
象
の
撰
述

者
は
、
最
澄
以
外
の
人
物
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
あ
る
い
は
徳
一
自
身

に
よ
る
天
台
典
籍
等
か
ら
の
直
接
的
な
引
用
の
可
能
性
も
あ
り
、
ま
た
、
複
数
の
文

献
に
よ
る
複
合
的
成
立
の
可
能
性
も
高
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

第
二
章　

守
護
国
界
章
に
お
け
る
引
用
文
献
の
考
察―

最
澄
の
依
憑
的
態
度

一
、
最
澄
の
華
厳
宗
諸
師
の
説
に
対
す
る
依
憑

守
護
国
界
章
で
は
華
厳
宗
関
係
の
引
用
文
献
が
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
華
厳

の
一
乗
義
を
救
う
章
」
な
ど
が
設
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
華
厳
教
学
や
華
厳
宗
諸
師
を
優

位
に
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
最
澄
自
身
が
法
蔵
の
著
作
を
通
じ
て
天

台
の
所
説
に
邂
逅
し
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
特
に
華
厳
宗
諸
師
が
天
台
に
依
憑

的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
こ
で
、
法
蔵
、
慧
苑
、
澄
観
、
李

通
玄
な
ど
の
華
厳
宗
諸
師
の
説
の
引
用
を
『
依
憑
天
台
宗
』『
守
護
国
界
章
』
な
ど

か
ら
抽
出
し
、
考
察
を
加
え
て
、
四
教
判
・
四
車
説
を
め
ぐ
る
最
澄
の
華
厳
経
学
へ

の
対
応
を
明
ら
か
に
し
、
最
澄
の
華
厳
学
受
用
態
度
を
示
し
た
。『
守
護
国
界
章
』

で
は
、
果
分
＝
一
乗
と
い
う
視
点
か
ら
、
む
し
ろ
徳
一
と
の
論
争
の
中
で
華
厳
の
四

車
説
を
擁
護
す
る
立
場
を
と
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、『
決
権
実
論
』
に
至
る
と
、歴
劫
・

直
道
と
い
う
点
か
ら
華
厳
の
四
車
を
否
定
す
る
片
鱗
が
伺
え
、『
法
華
秀
句
』
の
完

成
を
見
て
、
華
厳
を
因
分
一
乗
、
法
華
を
果
分
一
乗
と
す
る
点
か
ら
批
判
を
与
え
る

の
で
あ
る
。『
守
護
国
界
章
』
の
時
点
で
は
果
分
＝
一
乗
と
い
う
発
想
で
あ
っ
た
も

の
が
、
果
分
＝
法
華
一
乗
と
い
う
変
容
を
遂
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
唐
朝
の
法
将
と
ま

で
称
し
た
法
蔵
を
、
天
台
義
の
依
憑
者
、
あ
る
い
は
天
台
義
を
奪
い
取
っ
た
も
の
と

し
て
扱
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

二
、
法
相
宗
関
係
の
文
献

『
守
護
国
界
章
』
で
は
、
徳
一
の
主
張
に
反
駁
を
与
え
る
際
に
、
基
・
智
周
・
恵

沼
な
ど
の
他
の
法
相
教
学
の
説
を
肯
定
的
に
引
用
し
、
そ
れ
ら
の
説
と
徳
一
の
説
と

の
相
違
か
ら
、
徳
一
個
人
の
法
相
教
学
理
解
が
劣
る
こ
と
を
示
す
箇
所
が
多
数
見
ら

れ
る
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
に
自
説
の
証
拠
と
し
て
他
宗
の
教
学
を
利
用
す
る
こ
と
を

依
憑
的
態
度
と
呼
ん
で
い
る
。『
守
護
国
界
章
』
の
時
点
で
は
、
最
澄
は
法
相
宗
教

学
に
ま
で
依
憑
す
る
態
度
を
見
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
一
方
、
最
澄
は
法
相
宗
の

人
師
に
対
し
て
善
悪
・
新
旧
と
い
っ
た
概
念
で
差
別
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
最

澄
が
考
え
る
善
・
悪
、
新
・
旧
と
い
う
概
念
に
対
し
て
の
考
察
も
合
わ
せ
て
行
っ
た
。



第
三
章　

守
護
国
界
章
か
ら
法
華
秀
句
へ

『
守
護
国
界
章
』
の
時
点
の
最
澄
は
、
他
宗
の
学
匠
が
天
台
教
学
に
依
憑
す
る
こ

と
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
他
宗
に
天
台
と
の
相
関
性
を
あ
る
こ

と
を
示
し
て
天
台
宗
の
存
続
意
義
を
顕
し
た
と
も
言
え
る
。
一
方
、最
澄
の
側
に
も
、

自
ら
の
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
他
宗
の
説
を
引
用
し
教
証
と
し
て
用
い
る
と

い
う
態
度
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
最
澄
自
身
が
依
憑
的
態
度

を
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
晩
年
の
著
作
で
あ

る
『
法
華
秀
句
』
で
は
、
他
の
教
学
と
、
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
依

憑
的
態
度
は
改
め
ら
れ
、
他
宗
教
学
の
影
響
を
排
除
す
る
こ
と
に
努
め
ら
れ
て
い
る

と
言
え
る
。
本
章
で
は
、『
守
護
国
界
章
』
か
ら
『
法
華
秀
句
』
へ
と
至
る
、
最
澄

の
態
度
の
変
化
を
考
察
し
た
。

第
四
章　
『
守
護
国
界
章
』
現
代
語
訳
注




